
２８高建管第９０号 

平成２８年４月２８日          

 

 各建設業許可業者  様  

 

                             高知県土木部建設管理課長 

                                                    （公  印  省  略）  

 

 

建設業法等改正に関する説明会の開催案内及び  

建設業活性化プランの概要資料の送付について  

 

時下、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。  

さて、建設業法等改正に関する説明会を下記のとおり開催しますので、積極的なご参

加をお願いいたします。なお、建設業許可関係と経営事項審査関係の改正概要資料も同

封しておりますので、ご確認下さい。  

また、建設業活性化プランに関する概要資料も同封しておりますので、併せてご覧下

さい。  

 

記  

 

１ 説明内容 

（１）建設業法等改正に伴う建設業許可関係の改正概要について  

（２）建設業法等改正に伴う経営事項審査関係の改正概要について   

 

２  開催日時及び会場  

開催日時 会   場 住 所 等 

５月 ２６日（木） 10:00～12:00 宿毛市総合社会福祉センター 
宿毛市高砂4-56 

Tel:0880-65-7665 

５月 ３０日（月） 14:00～16:00 
高知県立県民文化ホール 

(オレンジ) 

高知市本町4-3-30 

Tel：088-824-5321 

６月  ２日（木） 14:00～16:00 田野町総合文化施設ふれあいセンター 
安芸郡田野町1456-42 

Tel：0887-38-2511 

６月  ３日（金） 14:00～16:00 須崎市立市民文化会館 
須崎市新町2-7-15 

Tel：0889-43-2911 

※受付：開始時間の20分前（高知会場のみ30分前） 

                                                                                                      

３  注意事項  

  ・ 高知県立県民文化ホールは、駐車場がありませんので、公共交通機関等のご利用

をお願いします。また、その他の会場も駐車場が不足していますので、公共交通機

関の利用又は自家用車の乗り合わせ等のご協力をお願いします。  

 ・  出席の事前申し込みの必要はありません。  
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平成２８年６月１日施行の建設業法等の改正に伴い、以下の変更点がありますのでお

知らせします。 
この改正により、変更がある許可申請書等の新様式については、高知県建設管理課ホ

ームページに掲載します。（H28.6.1 掲載予定） 
★施行日（平成２８年６月１日）以降の申請については、全て新様式をご使用

下さい。 
 

１．「解体工事業」の業種区分新設について 

（１）建設業の許可について 
現行の建設業法で「とび・土工工事業」として行われてきた解体工事について、建

設業許可に係る業種区分として「解体工事業」が新設されます。これにより、解体工

事業を営む者は、解体工事業の許可が必要となります。ただし、経過措置があり、そ

の内容については下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）技術者の要件について 

「旧とび・土工工事業」の技術者は、平成３３年３月３１日までの間は、解体工事業

の技術者としてみなされます。平成３３年４月１日以降は、解体工事業の要件を満たす

技術者の配置が必要です。 

資格については、高知県ホームページの「技術者の有資格コード一覧」をご確認くだ

さい。（H28.6.1 掲載予定） 

※なお、改正に伴い、資格コードの表記に変更がありますので、併せてご注意ください。 

・ただし、平成３３年４月１日以降について、平成２７年度までに合格した一部の資格者に

ついては解体工事に関する実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。 

 

 

 

 

以下、次のとおり表記します。 
・施行日前に取得した「とび・土工工事業」＝「旧とび・土工工事業」 
・施行日以降に取得した「とび・土工工事業」＝「新とび・土工工事業」 

建設業法等改正に伴う許可の改正点について（H28.6.1 施行） 

【経過措置について】（経過措置期間：H28.6.1～H31.5.31） 

・施行日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、

引き続き３年間（平成３１年５月３１日まで）は、「解体工事業」の許可を受けずに解体

工事業を施工することができます。 

※平成３１年６月１日以降は、「解体工事業」の許可が必要です。 

・施行日前の「とび・土工工事業」に係る経営業務の管理責任者としての経験は、「解体工

事業」に係る経営業務の管理責任者の経験とみなします。 

【実務経験について】 

・「解体工事業」の実務経験年数は、「旧とび・土工工事業」の実務経験年数のうち解体工事

業に係る実務経験年数とします。 

・「新とび・土工工事業」の実務経験年数は、「旧とび・土工工事業」の全ての実務経験年数

とします。 
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  ○施行後の経過措置について 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）決算終了後の変更届等について 

「解体工事業」の業種新設に伴い、決算終了後の変更届等の完成工事高の記載に変更が

あります。 

○許可申請時及び決算終了後の変更届について 

・施行後の経過措置期間（平成３１年５月３１日まで）に、「旧とび・土工工事業」で    
契約した解体工事の完成工事高は、「その他工事」に計上して下さい。ただし、「解体

工事業」の許可申請時及び許可取得後の決算終了後の変更届は、「解体工事業」に計上

して下さい。 
・施行日前に「旧とび・土工工事業」で契約した解体工事については、完成工事高を分

けて記載する必要はありません。 

○経営事項審査について 

   ・経営事項審査については、別添「建設業法に伴う経営事項審査の改正点について」を

ご覧ください。 
 

（４）建設リサイクル法＊における解体工事業の登録について 

建設業法の「解体工事業」の業種新設に伴い、建設リサイクル法に基づく、解体工事業

の登録に関する規定が改正されます。 

 

 

 

 

 

 
 
  ※「旧とび・土工工事業」で解体工事を営んでいる者については、建設業法の経過措置に合わ

せて、施行日から平成３１年５月３１日までの３年間は解体工事業の登録は不要です。 

公布（H26.6） 施行（H28.6） （H31.6） （H33.4） 

旧とび・土工工事業 

解体工事業 

「旧とび・土工工事業」許可で解体工事を

請け負うことができる。 

経過措置期間 

「旧とび・土工工事業」の技術者を解体工事

業の技術者としてみなす。 

許可業者に対する

経過措置 

技術者に対する 

経過措置 

【改正内容】第 21 条          （＊建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律） 

『解体工事業を営もうとする者（建設業法別表の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又

はとび・土工工事業に係る同法第三条第一項の許可を受けた者を除く。）は、当該業を行お

うとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。』 

「とび・土工工事業」⇒「解体工事業」に改正 
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２．許可申請書の様式変更について 

今回の改正により、以下の様式に変更になります。新様式は、高知県建設管理課ホーム

ページに掲載します。（H28.6.1 掲載予定） 

★施行日（平成２８年６月１日）以降の申請については、全て新様式をご使用

下さい。 

 
【許可申請】                     ※変更のある様式に網かけをしています。 

 
 

【変更申請】 

 

 

様式 申請書類等 改正内容

建設業許可申請書表紙及び略図記入様式（高知県独自様式）

１号 建設業許可申請書 「解体」の業種欄の追加。経営業務の管理責任者の氏名欄増設。

別紙１ 役員等の一覧表(H28.6より個人事業者の提出不要） 経営業務の管理責任者欄の削除。用紙下部の記載要領の変更。

別紙２-1 営業所一覧表（新規許可等） 「解体」の業種欄の追加。

別紙２-2 営業所一覧表（更新）

別紙３ 収入印紙、証紙等はり付け欄

別紙４ 専任技術者一覧表

２号 工事経歴書

３号 直前３年の各事業年度における工事施工金額

４号 使用人数

６号 誓約書

７号
経営業務の管理責任者証明書  ※新規等は経営の経験がわかる書類
を添付

７号別紙 経営業務管理責任者略歴書

８号 専任技術者証明書（新規・変更） 「解体」の業種欄の追加。

資格証明書（写し）※資格要件に応じ提出

監理技術者資格者証の写し

卒業証明書(原本)※資格要件に応じ提出

９号 実務経験証明書

１０号 指導監督的実務経験証明書

その他の資格証明書

監理技術者資格者証の写し

１１号 令３条に規定する使用人の一覧表

１１号の２ 国家資格者等・監理技術者一覧表（新規・変更・追加・削除） 「解体」の業種欄の追加。

１２号
許可申請者（法人の役員・本人・法定代理人）の住所、生年月日等に関
する調書

用紙下部の記載要領の変更。

１３号 令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書

定款

１４号 株主（出資者）調書

１５号 貸借対照表

１６号 損益計算書　完成工事原価報告書

１７号 株主資本等変動計算書

１７号の２ 注記表

１７号の３ 附属明細表

１８号 貸借対照表

１９号 損益計算書

商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

２０号 営業の沿革

２０号の２ 所属建設業者団体

納税証明書（納付すべき額及び納付済額）

２０号の３ 健康保険等の加入状況 日付欄、申請者欄、許可番号欄の増設。

健康保険等の加入状況がわかる確認資料

２０号の４ 主要取引金融機関名

役員等及び令3条使用人の「成年被後見人及び被保佐人に該当しない
旨の証明書」

役員等及び令3条使用人の「成年被後見人及び被保佐人とみなされる
者に該当せず、また破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明
書残高証明書・融資証明書

様式 申請書類等 改正内容

２２号の２ 変更届出書 「解体」の業種欄の追加。

２２号の３ 届出書

２２号の４ 廃業届 「解体」の業種欄の追加。
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３．健康保険等の加入状況の変更届出について 

既に提出をしている「健康保険等の加入状況（様式 20号の３）」の内容に変更があった

場合、決算終了後の変更届出書の提出時に一緒に提出して下さい。 

 

４．特定建設業許可及び監理技術者等の配置要件について 

   特定建設業許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限につい

て以下の変更があります。 

※民間工事における施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金額の下限においても同

様の引き上げます。 

 

 

 

 

また、工事現場ごとに配置される主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必

要となる重要な建設工事の請負代金の額については以下のように変更されます。 

 

 

 

 

 

 

 

建築一式工事：4,500万円→6,000万円 

建築一式以外の工事：3,000万円→4,000万円 

建築一式工事：5,000万円→7,000万円 

建築一式以外の工事：2,500万円→3,500万円 

★建設業法等改正の詳細、様式等については、下記ホームページをご覧ください。 
 

◆国土交通省土地・建設産業局建設業課ホームページ： 

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html 

「建設業法施行令の一部改正する政令」の閣議決定について 

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html 

 

◆高知県土木部建設管理課ホームページ：

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171301/kyokatou-index.html 
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解体工事業追加等に係る建設業法等の改正に伴い、平成 28年６月１日より経営事項審査（以下「経

審」という。）の審査基準が改正されます。その概要は以下のとおりです。 

 

１ 経審改正の概要 

 （１） 経審の経過措置について 

     法施行後の経過措置期間中（H28.6.1～H31.5.31の３年間）に限り、「とび・土工工事業」・

「解体工事業」の経審結果に加え、「とび・土工・コンクリート・解体（経過措置）」を使

用し、これまでの「とび・土工・コンクリート」と変わらない経審結果を算出し、通知し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 （２）経審申請書への記載方法について  

    ① 工事種類別完成工事高・元請完成工事高について【経審申請書様式：別紙一】 

      法施行後の経過措置期間中（H28.6.1～H31.5.31の３年間）は、「とび・土工工事業」

又は「解体工事業」の経審を受審される方は、経審申請書の別紙一（工事種類別完成工

事高・元請完成工事高）において、必ず「とび・土工・コンクリート・解体（経過措置）」

も記載します。 

 

 

 

 

経審の完成工事高【申請書：別紙一】 

経審申請時の許可保有状況 

（経過措置期間中） 

050とび・

土工 
290解体 

300 とび・土

工・解体（経

過措置） 

その他 合計 

ⅰ「とび・土工」 の許可 

  のみの場合 
100 - 150 

70 
(解体 50＋ 
その他 20) 

170 

ⅱ「解体」 の許可 

  のみの場合 
- 50 150 

120 
(とび 100＋ 
その他 20) 

170 

ⅲ「とび・土工」＋「解体」 

  の両方の許可がある場合 
100 50 150 20 

(その他 20) 170 

       

    ② 技術職員について【経審申請書様式：別紙二】 

      法施行後の経過措置期間中（H28.6.1～H31.5.31の３年間）は、経審申請書の別紙二（技

術職員名簿）において、１人の技術者について２業種までという制約が一部変更になり

ます。 

  ◆ 「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請し

建設業法等改正に伴う経営事項審査の改正点について（H28.6.1施行） 

※経過措置の背景 

法施行後（H28.6.1 以降）の経審において、これまでの「とび・土工工事業」の完成

工事高は、解体工事を除くとび・土工工事業と解体工事業に切り分けて計上する必要が

あり、事業者によっては、これまでのとび・土工工事業の経審結果と比べ大きな変動が

生じる可能性があるため。 

＜例＞ とび・土工（解体を除く）を１００、解体を５０、その他工事（許可業種以

外の工事）を２０施工している場合における、経審申請時の許可保有状況別（３

パターン）の完成工事高（経審申請書別紙一）の記載金額について 
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ても１の業種とみなします。（通常、技術職員１人につき申請できる建設業の種類は

２つであるところ、当該ケースに限り３つとなることを認めます。） 

※この場合、業種コードは 99を使用します。 

  ◆ 「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の業種を選択した場合は、必ず「とび・

土工・コンクリート・解体（経過措置）」にも加点されます。 

 

 

 

 

 

 業種コード１ 業種コード２ 加点１ 加点２ 加点３ 加点４ 

例１ 01土木 05とび･土工 土木 とび･土工 とび･土工･解

体(経過措置) 

 

例２ 01土木 29解体 土木 解体 とび･土工･解

体(経過措置) 

 

例３ 01土木 99 とび･土工･解

体(経過措置) 

土木 とび･土工 解体 とび･土工･解

体(経過措置) 

※ 例１ 「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」が記入された技術職員は「とび・土

工工事業」及び「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」の技術職員として、 

例２ 「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」が記入された技術職員は「解体工事業」及

び「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」の技術職員として、 

例３ 「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「99」が記入さ

れた技術職員は「とび・土工工事業」、「解体工事業」及び「とび・土工工事業・解体工事業（経過

措置）」の技術職員として、 

それぞれ審査されます。 

 

（３） 法施行後（H28.6.1以降）における経審申請時の「確認資料」 
 

審査項目 確認資料 

【別紙一】 

 工事種類別完成工事高、

工事種類別元請完成工事高 

≪提出書類≫ 

・ 直前２年または３年分のとび･土工･コンクリート工事

と解体工事の工事経歴書（切り分けを行ったもの） 
 

   ○ 解体工事業追加に伴う完成工事高の切り分けについて 

➣ 法施行後（H28.6.1以降）に「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の経審を申請

する場合 

→ 経審の申請時に、直前２年又は３年分の「とび・土工工事」と「解体工事」に

切り分けた工事経歴書を提出してください。 

（経審申請書の別紙一において、２年平均を選択した場合は２年分、３年平均

を選択した場合は３年分提出。） 

➣ 直前２年または３年分の「とび・土工工事業」の工事経歴書が、全て「とび・土工・

コンクリート工事（解体工事がゼロ）」である場合 

→ 改めて経審時に工事経歴書を切り分けて提出する必要はありません。 

➣ 「とび・土工・コンクリート工事」と「解体工事」に工事経歴書を切り分けて提出

する場合の記載件数について 

→ それぞれの工事ごとに、合計金額及び元請合計金額の７割に達するまでの件数

又は 10件のいずれか少ないほうの件数まで記載してください。 

＜例＞ 【経審申請書：別紙二】において、業種コード「05：とび・土工」、「29：解体」

及び「99：とび・土工・解体（経過措置）」を選択した場合における、それぞれの

加点について 
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     ➣ 工事経歴書を「とび・土工工事」と「解体工事」に切り分けて記載した事により、

前期及び前々期分の工事経歴書に、新たに税込 500 万円以上の工事が記載されること

になった場合 

→ 経審の際に、改めて当該契約書を持参する必要はありません。 

※ 当期分（今回、経審を受ける審査基準日決算の分）につきましては、通

常と同様に「とび・土工工事」と「解体工事」の税込 500 万円以上の契約

書をご持参ください。 

 

２ 改正の施行日 

   平成 28年６月１日 

   ・ 平成 28年６月１日以降に申請される方は、審査基準日（決算日）にかかわらず、すべて

新基準が適用されます。 

 

３ その他（H29県入札参加資格について） 

  県では平成29年度の入札参加資格から、解体工事業の入札参加資格者名簿を作成する予定です。 

◆ 建設業法の経過措置に基づき、法施行日（H28.6.1）時点で「とび・土工工事業」の許可を

有している事業者が、「とび・土工工事業」の経審を受審している場合、解体工事業の入札参

加資格を申請することが可能として取扱います。 

◆ 「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の入札参加資格の格付けに用いる経審点 

① H28.6.1より前に経審を受審された事業者 

→ 「とび・土工工事業」の経審点を使用 

② H28.6.1以降に経審を受審された事業者 

    → 「とび・土工・解体（経過措置）」の経審点を使用 

       （＝旧とび・土工と変わらない経審結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○改正に関する詳細、様式等は下記ホームページでご確認ください。 
 

◆国土交通省土地・建設産業局建設業課ホームページ： 

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html 

「建設業法施行令の一部改正する政令」の閣議決定について 

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html 

 

◆高知県土木部建設管理課ホームページ：

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171301/keieijikousinnsakannkei-index.html 
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